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１　計画策定の背景と目的�

　国では、平成２６年の「障害者権利条約」の批准後、初めての計画となる「障害者
基本計画（第４次）」（平成３０年度～令和４年度）を策定し、「共生社会の実現に向け、
障害者が自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮し
て自己実現できるよう支援すること」を、基本理念としました。
　この計画の期間中に「２０２０東京パラリンピック」が予定されており、パラリン
ピックの開催が、社会的障壁の除去を推進する契機として期待されています。

　千葉県では、障害のある人に関する施策の最も基本的な計画である「障害者計画」、
障害福祉サービスの必要見込み量を示した「障害福祉計画」、障害児支援の必要見込
み量を示した「障害児福祉計画」の３つの計画を１つにまとめた「第七次千葉県障害
者計画」（令和３年度～令和５年度）を策定しました。「障害のある人が地域でその人
らしく暮らせる共生社会の構築」を、計画の目標としています。

　茂原市では、平成３０年３月に「第３次茂原市障害者基本計画・第５期茂原市障害
福祉計画・第１期茂原市障害児福祉計画」を策定し、「お互いが思いやりの気持ちを
育む地域を目指して～ともに　ささえあい　つながるまちへ～」を基本理念として、
障害者福祉の推進に取り組んできました。この３計画のうち、「第５期茂原市障害福
祉計画」（平成３０年度～令和２年度）と、平成２８年の障害者総合支援法・児童福
祉法改正により、初めて児童の独立した計画として策定された「第１期茂原市障害児
福祉計画」（平成３０年度～令和２年度）が、計画期間を終えるに当たり、国から「第
６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本指針の見直し」が示されまし
た。この見直された国の指針を踏まえ、計画期間中である「第３次茂原市障害者基本
計画」をより推進するため、「第６期茂原市障害福祉計画・第２期茂原市障害児福祉
計画」を策定するものです。
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２　計画の位置づけと役割�

　「障害者基本計画」は、障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村障害者計画と
して、障害のある人の生活全般にかかる幅広い分野の施策を総合的に推進するための
基本的な計画です。現在、茂原市では、計画期間中である「第３次茂原市障害者基本
計画」(平成３０年度～令和５年度)の基本理念のもと、障害者福祉を推進しています。
　「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく市町村障害福祉計
画として、障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量や確保の方策を定め、「障
害児福祉計画」は、児童福祉法第３３条の２０第１項に基づく市町村障害児福祉計画
として、障害児通所支援の見込量や確保の方策を定めた計画です。
　茂原市の各種計画との整合性を図りながら策定した「第３次茂原市障害者基本計画」
の実施計画として、「第６期茂原市障害福祉計画」及び「第２期茂原市障害児福祉計画」
は策定しています。

障害者基本計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画の比較
①障害者基本計画 ②障害福祉計画 ③障害児福祉計画

法的根拠 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法

策定義務 義務 義務 義務

計 画 の
性 格

障害者施策の全般にわた
る基本的な事項を定める

障害福祉サービス等に関
する実施計画

障害児福祉サービス等に
関する実施計画

計画期間
６年間

(第３次：平成３０年度
. ～令和５年度）

３年間
(第６期：令和３～５年度）

３年間
(第２期：令和３～５年度）

①障害者基本計画

②障害福祉計画

③障害児福祉計画

◯「障害者基本法」に基づく計画
◯基本理念と施策の方向性

◯「障害者総合支援法」に基づく計画
◯障害のある人のための実施計画
◯数値目標、サービス等の確保

◯「児童福祉法」に基づく計画
◯障害児のための実施計画
◯数値目標、サービス等の確保
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３　計画の期間�

　第３次茂原市障害者基本計画は、平成３０年度から令和５年度までの６か年を計画
期間としているため、引き続き関連計画と連携を図りながら、茂原市の障害者施策の
指針として推進していきます。実施計画となる、「第６期茂原市障害福祉計画」及び
「第２期茂原市障害児福祉計画」は、令和３年度から令和５年度までの３年間を計画
期間とします。

計画の期間
平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

茂原市総合計画
（後期基本計画～Ｒ２）
（前期基本計画Ｒ３～）

第３次茂原市地域福祉計画

第3次茂原市障害者基本計画

第６期茂原市障害福祉計画

第２期茂原市障害児福祉計画

４　第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の基本的指針

　国は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標を定める基本指針を見直しまし
た。見直しのポイントは、次のとおりです。

１. 地域における生活の維持及び継続の推進
２. 精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築
３. 相談支援体制の充実・強化等
４. 障害福祉人材の確保
５. 福祉施設から一般就労への移行等
６. 発達障害者等支援の一層の充実
７. 障害者の社会参加を支える取組
８.「地域共生社会」の実現に向けた取組
９. 障害児通所支援等の地域支援体制の整備
10. 障害福祉サービス等の質の向上



第２章　茂原市の状況
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１　人口の状況�

１．人口の推移

　茂原市の近年の状況を住民基本台帳人口でみると、毎年減少傾向で推移しており、
令和２年には８８，７０５人となっています。
　年齢構成別をみると、６５歳以上の高齢者人口が年々増加しているのに対し、その
他の人口は減少しており、少子高齢化が着実に進んでいます。６５歳以上の高齢者人
口が平成２８年から人口の３０%を超え、令和２年には３２．７７％を占めました。

0

10,000

20000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000
（単位：人）

平成27年度

資料：住民基本台帳（各年4月1日現在）
■0～14歳　　　　　■15～64歳　　　　　■65歳以上

10,294

平成28年度

10,080

平成29年度

9,864

平成30年度

9,610

令和２年度

9,054

令和元年度

9,372

54,936 53,641 52,870 52,055 50,58651,256

26,416 27,357 27,981 28,426 29,06528,794

91,646 91,078 90,715 90,091 88,70589,422
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　また、令和２年４月１日現在の５歳階級別の人口をみると、７０歳から７４歳の年
代の人口がひときわ多くみられ、本計画の終了を迎える令和５年度には、その多く
が後期高齢者となります。平成２９年からの３年間で、０歳～４歳の階級別人口が
３２８人減り、８５歳以上の階級別人口が４３９人増えています。

01,0002,0003,0004,0005,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

資料：住民基本台帳（令和２年４月１日現在）

老年人口

生産年齢人口

年少人口

0～4歳1,3291,329

1,5721,572

1,7661,766

1,9131,913

2,0632,063

2,0292,029

2,1592,159

2,4732,473

2,9632,963

3,5283,528

3,1653,165

2,8532,853

2,9012,901

3,4153,415

3,7233,723

2,8302,830

1,3621,362

1,8351,835

1,2291,229

1,5191,519

1,6391,639

1,9171,917

1,8061,806

1,7221,722

1,9551,955

2,2412,241

2,7382,738

3,2923,292

3,0353,035

2,8242,824

3,0093,009

3,4973,497

4,0484,048

3,1633,163

2,8492,849

2,3432,343

5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85歳以上

男 女

５歳階級別人口（令和２年）
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２．世帯や家族構成の縮小化

　茂原市における世帯数をみると、人口が減少している一方で、世帯数は増加傾向が
続いており、令和２年は４０，７７１世帯となりました。平成３０年からの２年間で、
６１５世帯増加しています。
　一方、世帯当たりの構成人員は、平成３０年の２．２４人から令和２年には２．１８
人へと減っており、世帯規模家族構成が縮小し、核家族化が進んでいることがわかり
ます。

39,600

39,800

40,000

40,200

40,400

40,600

40,800

41,000

（単位：世帯） （単位：人／世帯）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

資料：住民基本台帳（各年4月1日現在）

40,15640,156

40,51240,512

2.242.24

2.212.21

2.182.18

40,77140,771

■世帯数　　　　■　　世帯当たり人員

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25
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２　障害者手帳所持者数の状況�

１．障害者手帳所持者数の推移

　障害者手帳の所持者数は、令和元年度（令和２年３月31日現在）に４，２４３人と
なりました。障害者手帳所持者のうち、身体障害者手帳の所持者が６７．４８%を占め、
最も多くなっていますが、精神障害者手帳の所持者の構成比が年々増加しています。
　また、茂原市の総人口に対する手帳所持者の割合をみると、微増傾向で推移してい
ます。

障害者手帳所持者数の推移
（単位：人）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
所
持
者
数

身体障害者手帳 ２，９１９ ２，９６４ ２，８６３
療育手帳 ６２２ ６６０ ６７２

精神障害者保健福祉手帳 ５６８ ６３９ ７０８
手帳所持者数 ４，１０９ ４，２６３ ４，２４３

総
人
口
に

対
す
る
割
合

身体障害者手帳 ３．２４％ ３．３２％ ３．２３％
療育手帳 ０．６９％ ０．７４％ ０．７６％

精神障害者保健福祉手帳 ０．６３％ ０．７２％ ０．８０％
手帳所持者総数 ４．５６％ ４．７７％ ４．７８％

.
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＜参考＞
　千葉県内における総人口に対する障害者手帳所持者の割合を地域別にみると、茂原
市の属する長生健康福祉センター管轄においては、身体・療育・精神の３障害を合わ
せた割合は、平成２９年度から0.33%増加の５％となり、県内で５番目に高くなっ
ています。
　千葉県の身体・療育・精神の３障害を合わせた障害者手帳所持者数の総人口に対す
る割合は、平成２９年度と比較してみると、3障害全て増加しています。茂原市と同
様に、千葉県全体でも精神障害者手帳所持者の増加が著しくなっています。

千葉県内地域別にみる総人口に対する手帳所持者の割合
上段：手帳所持者数（人）

下段：総人口に対する手帳所持者の割合（％）

地域別人口
（健康福祉センター別）

身体障害者
手帳所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳
所持者

地域別合計

習志野 １２，６６１ ２，９９８ ３，８１１ １９，４７０
４８４，３４６ ２．６１ ０．６２ ０．７９ ４．０２

市川 １３，５３４ ３，４６９ ５，５１３ ２２，５１６
６６２，７９９ ２．０４ ０．５２ ０．８３ ３．４０

松戸 ２０，８９２ ５，５３６ ６，７０９ ３３，１３７
８２８，０３７ ２．５２ ０．６７ ０．８１ ４．００

野田 ５，２６３ １，４３１ １，３１４ ８，００８
１５４，３３０ ３．４１ ０．９３ ０．８５ ５．１９

印旛 １９，９８７ ５，２０６ ５，９８１ ３１，１７４
７３０，２９４ ２．７４ ０．７１ ０．８２ ４．２７

香取 ３，９９５ ９２６ ５９０ ５，５１１
１０９，３７２ ３．６５ ０．８５ ０．５４ ５．０４

海匝 ４，７５８ １，３２８ １，１４３ ７，２２９
１６０，７９０ ２．９６ ０．８３ ０．７１ ４．５０

山武 ６，７９８ １，７７５ １，６３５ １０，２０８
２０４，１７５ ３．３３ ０．８７ ０．８０ ５．００

長生 ５，１３４ １，１６９ １，０９２ ７，３９５
１４７，８４６ ３．４７ ０．７９ ０．７４ ５．００

夷隅 ３，３３８ ６３７ ４９５ ４，４７０
７０，８１１ ４．７１ ０．９０ ０．７０ ６．３１
安房 ５，２６５ １，１１６ ９６０ ７，３４１

１２３，３４９ ４．２７ ０．９０ ０．７８ ５．９５
君津 １１，４７１ ２，７９４ ２，０８８ １６，３５３

３２７，２１７ ３．５１ ０．８５ ０．６４ ５．００
市原 ８，４６４ ２，１３６ ２，０８０ １２，６８０

２７４，７８０ ３．０８ ０．７８ ０．７６ ４．６１
千葉市 ２９，７９９ ７，１９２ ９，１６２ ４６，１５３

９７３，１２１ ３．０６ ０．７４ ０．９４ ４．７４
船橋市 １５，９６８ ３，５７１ ５，３７７ ２４，９１６

６４３，９７１ ２．４８ ０．５５ ０．８３ ３．８７
柏市 １１，９１５ ２，７５４ ３，５５３ １８，２２２

４２６，１２８ ２．８０ ０．６５ ０．８３ ４．２８
県全体合計 １７９，２４２ ４４，０３８ ５１，５０３ ２７４，７８３

６，３２１，３６６ ２．８４ ０．７０ ０．８１ ４．３５
資料：千葉県健康福祉部障害者福祉推進課平成２年３月３１日現在

千葉県年齢別・町丁字別人口令和２年４月１日現在
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２．身体障害のある人

　身体障害者手帳の所持者数は、令和元年度末現在２，８６３人で、平成２９年度か
らの２年間で５６人減少しており、「第５期茂原市障害福祉計画・第１期茂原市障害
児福祉計画」の策定時と同様に減少傾向にあります。
　級別の状況をみると、重度である１級及び２級の手帳所持者の割合が、身体障害者
手帳所持者数の約半分を占めています。

身体障害者手帳所持者数の級別の推移
（単位：人）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

等
　
級

１級 １，００５ １，０３５ １，０１８
２級 ４４７ ４３６ ４１６
３級 ４４０ ４５５ ４３５
４級 ７３９ ７３５ ７０６
５級 １３９ １４３ １３７
６級 １４９ １６０ １５１

計 ２，９１９ ２，９６４ ２，８６３

３．知的障害のある人

　療育手帳の所持者数は、令和元年度末現在6７２人で、平成２９年度からの２年間
で５０人増加しており、「第５期茂原市障害福祉計画・第１期茂原市障害児福祉計画」
の策定時と同様に、緩やかな増加傾向にあります。
　程度別の状況をみると、重度の療育手帳所持者数は横ばいですが、軽度の手帳所持
者数は増加傾向にあります。

療育手帳所持者数の程度別・年齢別の推移
（単位：人）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度
年
齢

１８歳未満 １２１ １３７ １３８
１８歳以上 ５０１ ５２３ ５３４

程
度

軽　度 ２０５ ２２８ ２３８
中　度 １３１ １４６ １４７
重　度 ２８６ ２８６ ２８７
計 ６２２ ６６０ ６７２
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４．精神障害のある人

　精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、令和元年度末現在７０８人で、平成２９年
度からの２年間で１４０人増加しています。各等級がそれぞれ増加していますが、２
級（中度）の手帳所持者は増加者数の７０％を占めて著しく増加し、精神障害者保健
福祉手帳所持者数全体の６３．４２％を占めています。
　また、精神通院医療受給者証所持者数は、令和元年度末現在１，２５９人で、平成
２９年度から１３６人増加し、増加が著しい傾向となっています。

精神障害者保健福祉手帳所持者数の級別及び
精神通院医療受給者証所持者数の推移

（単位：人）
平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

等
　
級

１級(重度) ９０ ９２ ９４
２級(中度) ３５１ ４０２ ４４９
３級(軽度) １２７ １４５ １６５
計 ５６８ ６３９ ７０８

自立支援医療
(精神通院医療)受給者 １，１２３ １，１８０ １，２５９
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１　計画の目的と期間�

　障害福祉サービスの提供体制の確保、その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑
な実施を図るため、第６期茂原市障害福祉計画（以下、「第６期計画」といいます。）
を策定しています。
　計画期間は、令和３～５年度の３年間とします。

２　第５期茂原市障害福祉計画からの変更点�

　国の定めた基本指針に基づき、以下の点が第 5期茂原市障害福祉計画から変更に
なりました。

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　　.　精神障害のある人の地域移行支援・地域定着支援・共同生活援助・自立生活援

助の利用者数、および協議の場における具体的な成果目標を掲げることで、精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。

（２）相談支援体制の充実・強化等
　　.　相談支援体制の充実・強化を図るため、総合的・専門的な相談支援の実施及び

地域の相談支援体制の強化を実施する体制の確保を目指します。
（３）障害福祉サービスの質を向上させるための取組に係る体制の構築
　　.　障害福祉サービスが多様化している中、利用者が真に必要とする障害福祉サー

ビスの提供を行うため、様々な取組を実施する体制の構築を目指します。
（４）発達障害者等に対する支援
　　.　発達障害者又は発達障害児（以下「発達障害者等」という。）の早期発見・早

期支援ため、発達障害者等及びその家族等に対する支援体制の充実を目指します。

※発達障害
　自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害（LD）、注意欠陥多
動性障害（ADHD）、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低
年齢において発現するものです。



第２章　�第５期茂原市障害福祉計画の
達成状況
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１　第５期茂原市障害福祉計画の達成状況�

　第 5期茂原市障害福祉計画で定めた成果目標の達成状況は次のとおりです。

１．成果目標の達成状況

（１）施設入所者の地域生活への移行
　　.　「施設入所者の地域生活への移行」については、平成２８年度末を基点に令和

２年度末に施設入所者数２人の減少を目標としました。令和２年度末には、９７
人となることを見込んでいます。

「施設入所者の地域生活への移行」の成果目標の達成状況
平成２８年度 実績見込み

施設入所者数の目標 ９３人
施設入所者数の実績 ９５人 ９７人

地域移行者数の目標（累計） ９人
地域移行者数の実績（累計） ３人
※実績見込みは、令和２年１０月時点の見込み

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　　.　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とは、精神障害者が、地域の

一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉、介護、
社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保されたシステムのこと
です。目標では、令和２年度末までに設置するとしていましたが、現状で設置に
は至っておりません。引き続き、長生郡市総合支援協議会と連携し、設置に向け
た検討を進めていきます。

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の成果目標の達成状況
目標 実績見込み

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 設置 未設置

※長生郡市総合支援協議会
　相談支援事業を始めとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関して、中核
的な役割を果たす組織。障害のある人とない人が、共に暮らすことのできる地域づく
りのため、市民、事業者、長生郡市の行政が話し合い、協働して取り組みを進めます。
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（３）地域生活支援拠点等の整備
　　.　「地域生活支援拠点等」とは、障害のある人の高齢化、重度化や「親亡き後」

を見据え、障害のある人・子どもの地域生活支援を推進する観点から、相談、体
験の機会、緊急時の対応など、様々な支援を切れ目なく提供する拠点やネットワー
クのことです。目標では、令和２年度までに１か所を整備するとしていましたが、
令和２年度までの整備は難しい見込みとなっています。今後は施設を拠点とした
整備と、地域における機能分担による「面的整備」も含め、今後も検討を継続し
ていきます。

「地域生活支援拠点等の整備」の成果目標の達成状況
　 目標 実績見込み
地域生活支援拠点等の整備 １か所 未整備

（４）福祉施設から一般就労への移行
　　.　一般就労への移行については、移行者数の実績は目標を下回る見込みですが、

就労移行支援事業の利用者数は、実績が目標を上回る見込みです。
　　.　就労移行率３割以上の事業所数の割合や就労定着支援事業による支援開始１年

後の職場定着率は、実績が目標を上回る見込みです。

「福祉施設から一般就労への移行」の成果目標の達成状況
　 目　標 実績見込み

一般就労移行者数 １８人 １７人
就労移行支援事業利用者数 ４８人 ５０人

就労移行率３割以上の事業所数の割合 ５０％以上 ６６．７％
就労定着支援事業による支援開始１年後の職場定着率 ８０％以上 １００％
※実績見込みは、令和２年１０月時点の見込み
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２．障害福祉サービス等の利用状況

（１）障害福祉サービスの利用状況

福祉サービス 計画 実績 見込 単位
Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度

訪
　
問
　
系

居宅介護
１，３６０ １，４４５ １，１００ １，０５５ １，７０１ 時間／月

８０ ８５ ７４ ６９ ８３ 実人／月

重度訪問介護
１，２００ １，２００ ９８５ ７４６ ６０８ 時間／月

６ ６ ７ ６ ５ 実人／月

同行援護
１６２ １８０ １３６ １４３ １１９ 時間／月
９ １０ １０ １０ ９ 実人／月

行動援護
０ ０ ０ ０ ０ 時間／月
０ ０ ０ ０ ０ 実人／月

重度障害者等
包括支援

０ ０ ０ ０ ０ 時間／月
０ ０ ０ ０ ０ 実人／月

日
中
活
動
系

生活介護
３，８８５ ３，９９０ ３，８７２ ３，９０２ ３，９２４ 延人日／月
１８５ １９０ １９０ １９４ １９８ 実人／月

自立訓練 １７ １７ ０ ０ ０ 延人日／月
（機能訓練） １ １ ０ ０ ０ 実人／月
自立訓練 ９６ １０８ １０６ １２２ １３９ 延人日／月
（生活訓練） ８ ９ １１ １１ １４ 実人／月

就労移行支援
７００ ７７０ ５５０ ４２８ ５４２ 延人日／月
４０ ４４ ３２ ２３ ２７ 実人／月

就労継続支援 ３２０ ３４０ ２４８ ２０７ ２３６ 延人日／月
（Ａ型） １６ １７ １３ １０ １１ 実人／月

就労継続支援 ３，０８６ ３，２５１ ２，８８７ ３，２１９ ３，５４４ 延人日／月
（Ｂ型） １８７ １９７ １７６ １９８ ２１９ 実人／月

就労定着支援 ４ ５ ２ ４ ５ 実人／月

療養介護
２４８ ２７９ ２４８ ２７９ ２７９ 延人日／月

８ ９ ８ ９ ９ 実人／月
短期入所 ２４５ ２８０ １８２ １７３ １７２ 延人日／月
（福祉型） ２８ ３２ ３０ ３３ ２０ 実人／月
短期入所 ３５ ４０ ２１ １９ １７ 延人日／月
（医療型） ７ ８ ５ ３ ３ 実人／月

居
住
支
援
・

施
設
系

自立生活援助 ３ ３ ０ ０ １ 実人／月
施設入所支援 １０２ １０２ １００ １０１ ９７ 実人／月
共同生活援助 ７３ ７７ ７４ ９５ １００ 実人／月

相
談
支
援

計画相談支援
（サービス利用計画） １０４ １２３ ９７ ８９ ８５ 実人／月

地域移行支援 ２ ３ ２ ２ ２ 実人／月
地域定着支援 １ ２ ０ ０ ９ 実人／月

（実績は各年１０月利用分の実績）
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（２）地域生活支援事業の利用状況

事業名 計画 実績 見込 単位
Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度

必須事業

相
談
支
援
事
業

障害者相談支援事業 １ １ １ １ １ か所
地域総合支援協議会 有 有 有 有 有 実施の有無
基幹相談支援センター 無 無 無 無 無 実施の有無
市町村相談支援機能

強化事業 有 有 有 有 有 実施の有無

住宅入居等支援事業
（住居サポート事業） 無 無 無 無 無 実施の有無

成年後見制度利用支援事業 ２ ３ ２ ４ ４ 人
成年後見制度
法人後見支援事業 有 有 無 無 無 実施の有無

意
思
疎
通
支
援
事
業

手話通訳者派遣事業
１２ １３ １５ １８ １６ 利用者数
８４ ９１ １９０ １７４ １３５ 延利用件数

要約筆記者派遣事業
２ ２ ０ ０ ２ 利用者数
２ ２ ０ ０ ２ 延利用件数

手話通訳者設置事業 １ １ １ １ １ か所
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

介護訓練支援用具 ６ ７ ４ ３ ５ 給付件数
自立生活支援用具 ８ ８ ５ ８ ７ 給付件数
在宅療養等支援用具 ９ ９ １１ ７ ７ 給付件数
情報・意思疎通支援用具 ６ ６ ９ ９ ５ 給付件数
排せつ管理支援用具 ２，３２９２，３７６２，３４７２，３０６２，３７０ 給付件数

住宅改修費 ４ ４ ０ １ １ 給付件数
手話奉仕員養成研修事業 １０ １０ ７ ６ ４ 人

移動支援事業
９ ９ ６ ６ ８ か所
１４ １４ １６ １８ １８ 実人／年

１，４００１，４００１，３６０１，２２５１，０００ 時間／年

地域活動支援
センター事業

Ⅰ型
１ １ １ １ １ か所
３１ ３１ ８９ ７９ ８０ 実人／年

Ⅱ型
０ ０ ０ ０ ０ か所
０ ０ ０ ０ ０ 実人／年

Ⅲ型
２ ２ １ １ １ か所
１２ １２ １ １ １ 実人／年

その他の地域生活支援事業（市が自主的に取り組む事業）
訪問入浴サービス事業 ８ ９ ９ ９ ８ 実人／年
知的障害者職親委託事業 １ １ １ １ １ 実人／年
日中一時支援事業 ２６ ２９ ４８ ５７ ６０ 実人／年
自動車運転免許取得・
改造助成事業 ４ ４ １ １ ４ 実人／年

（実績は各年１年分の実績）

.





第３章　�サービス事業量の見込みと�
提供体制の確保策



28 第２編　第６期茂原市障害福祉計画

１　障害福祉サービスの見込みと確保のための方策�

　障害福祉サービスを「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住支援・施設系
サービス」「相談支援」の４つの分野ごとに見込みます。
　多様化する障害福祉サービスを適正に提供するため、４つの分野すべての障害福祉
サービスにおいて、障害のある人が真に必要とするサービスの把握に努めます。

（１）訪問系サービス

＜事業の概要＞
居宅介護

（ホームヘルプ）　居宅にて入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

重度訪問介護

　重度の肢体不自由のある人または重度の知的障害もしくは精神障害に
より行動上著しい困難を有する人で、常時介護を必要とする人に、居宅
にて入浴、排せつ及び食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行い
ます。

同行援護 　視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の
提供（代筆、代読）を含む、外出支援を行います。

行動援護

　知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人で常時介
護を必要とする人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要
な支援、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか行
動する際に必要な援助を行います。

重度障害者等
包括支援

　常時介護を必要とする人で意思疎通を図ることに著しい支障がある人
のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある人ならびに知的障害また
は精神障害により行動上著しい困難を有する人に、居宅介護、重度訪問
介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所など複数のサービスを
包括的に提供します。

＜見込み＞
福祉サービス Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

訪
問
系

居宅介護
１，７２２ １，７４３ １，７６４ 時間／月

８９ ９２ ９５ 実人／月

重度訪問介護
６１２ ７５０ ８８８ 時間／月
５ ６ ７ 実人／月

同行援護
１２２ １２５ １２８ 時間／月
１１ １２ １３ 実人／月

行動援護
０ ０ ０ 時間／月
０ ０ ０ 実人／月

重度障害者等包括支援
０ ０ ０ 時間／月
０ ０ ０ 実人／月
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＜見込量を確保するための方策＞
○.　訪問系サービスの前計画の実績については、利用時間、利用者数ともに計
画値を下回っていますが、今後は施設入所者や長期入院者の地域生活への移
行などで、利用時間、利用者とも増加が見込まれます。そのため現在サービ
スを提供している事業所に対して、事業の拡充やヘルパーの育成などを働き
かけるとともに、介護保険制度のサービス提供事業所も含め新規事業所の参
入について働きかけていきます。

○.　既存のヘルパーのレベルアップ及び同行援護に従事するガイドヘルパーの
確保に向けて、県が開催する研修への積極的な参加を促し、障害福祉サービ
スの質の向上を目指し、障害者の多様なニーズに対応し、社会参加の促進を
図っていきます。

○.　行動援護、重度障害者等包括支援のサービスについては、過去に利用実績
がなく、サービス提供を希望される人もいないため、見込まないこととしま
した。

○.　安定したサービスの確保や障害のある人のニーズに対応するため、事業所
等の人材の確保について、千葉県や長生圏域町村と連携し、人材確保に取り
組んでいきます。

（２）日中活動系サービス

＜事業の概要＞

生活介護
　常に介護を必要とする人に、昼間、事業所において入浴、排せつ、
食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提
供します。

自立訓練
（機能・生活訓練）

　自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能
向上に必要な「機能訓練」や、生活能力の向上に必要な「生活訓練」
を行います。

就労移行支援
　一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、生産活動その他の
活動の機会を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練及
び求職活動に関する支援を行います。

就労継続支援
（Ａ・Ｂ型）

　一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、生
産活動などの機会を通じて、その知識や能力向上のために必要な訓練
を行います。
Ａ型（雇用型）・Ｂ型（非雇用型）があります。

就労定着支援
　一般企業等に就労した人が職場に定着できるよう、就労に伴う生活
面での様々な課題に対して、一定期間、企業・自宅への訪問などにより、
連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

療養介護 　医療的ケアに加え､ 常時介護の必要な人に､ 医療機関で､ 機能訓練
や療養上の管理､ 看護､ 介護及び日常生活の支援を行います。

短期入所 　自宅で介護する人が病気の場合など、短期間、夜間を含めて施設に
て、入浴、排せつ、食事のほか必要な介護等の支援を行います。
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＜見込み＞
福祉サービス Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

日
中
活
動
系

生活介護
４，０３８ ４，１５２ ４，２６６ 延人日／月
２２０ ２３１ ２４２ 実人／月

自立訓練 １２ １２ ２４ 延人日／月
（機能訓練） １ １ ２ 実人／月
自立訓練 ２２３ ２４９ ２７５ 延人日／月
（生活訓練） １８ ２０ ２２ 実人／月

就労移行支援
６１８ ６９４ ７７０ 延人日／月
３１ ３５ ３９ 実人／月

就労継続支援 ２３９ ２６０ ２８１ 延人日／月
（Ａ型） １２ １３ １４ 実人／月
就労継続支援 ３，７１０ ３，８７６ ４，０４２ 延人日／月
（Ｂ型） ２３２ ２４５ ２５８ 実人／月
就労定着支援 ８ １０ １２ 実人／月

療養介護
３１０ ３１０ ３４１ 延人日／月
１０ １０ １１ 実人／月

短期入所 １７８ １８４ １９０ 延人日／月
（福祉型） ２１ ２２ ２３ 実人／月
短期入所 ２２ ２７ ３２ 延人日／月
（医療型） ４ ５ ６ 実人／月

＜見込量を確保するための方策＞
○.　「日中活動系サービス」については、今後も障害のある人一人ひとりの希
望や状況にあった、日中活動の利用を促進します。

○.　就労系事業所に関しては、障害者優先調達法による官公署による発注の方
策を検討し、運営強化や工賃向上への取り組みを支援します。

〇.　就労定着支援については、身近な地域で事業所が不足しています。一般就
労による様々な生活面での課題に対して適切な支援を行うため、就労移行支
援実施事業所を中心に、当該事業への参入を積極的に促進します。

○.　短期入所については、施設が少ない状況であり、現在のサービス提供事業
所に対し事業の拡充を促すことや、新規事業所に参入の働きかけを行うとと
もに、緊急時の受入体制の整備についても働きかけていきます。
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（３）居住支援・施設系サービス

＜事業の概要＞

自立生活援助
　共同生活援助または施設入所支援を受けていた人が安心して自立生
活ができるよう、生活の悩みなどについて、定期的な巡回訪問や電話
やメールなどで随時相談し、必要な情報の提供などの援助を行います。

施設入所支援 　施設に入所する人に対し、夜間や休日において、入浴、排せつまた
は食事の介護等を行います。

共同生活援助
（グループホーム）

　夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活を送るために
必要な援助を行います。また、入浴、排せつ、食事等の介護が必要と
認められた人には必要なサービスも提供します。

＜見込み＞
福祉サービス Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

居
住
支
援
・

施
設
系

自立生活援助 ２ ４ ６ 実人／月
うち精神障害者 １ ２ ３ 実人／月
施設入所支援 ９７ ９６ ９５ 実人／月
共同生活援助 １０９ １１７ １２６ 実人／月
うち精神障害者 ５０ ５３ ５６ 実人／月

＜見込量を確保するための方策＞
○.　自立生活援助については、身近な地域に事業所がないことから、当該事業
への参入を、相談支援事業所などを中心に、積極的に促進することで、本人
の意思を尊重し安心して地域で生活することができるよう支援します。

○.　グループホーム利用者の経済的負担の軽減を図るため、家賃助成を行いま
す。また、身近な地域でグループホームが設置されるよう、事業所の参入を
促すとともに、運営主体に対しては、円滑に事業が実施できるよう支援を行
います。

○.　生活ホームについても、障害のある人の地域移行のための社会資源として
活用できるよう、家賃補助及び運営主体に対して支援を行うとともに、生活
ホームを運営する事業所が、グループホームへの移行を希望する場合には、
円滑に移行ができるような支援を行います。
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（４）相談支援

＜事業の概要＞

基本相談支援 　障害のある人等からの相談に応じて、必要な情報提供や助言、サービ
ス利用の調整等を行います。

計画相談支援

○サービス利用支援
　障害福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用計画案を作成。支
給決定後には、サービス事業所等と連絡調整等を行うとともに、サービ
ス等利用計画の作成を行います。
○継続サービス利用支援
　支給決定されたサービスの検証（モニタリング）を行い、サービス事
業所等と連絡調整等を行います。

地域相談支援

○地域移行支援
　障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設等を利用する１８歳以上
の人を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外
出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
○地域定着支援
　居宅において単身で生活している人を対象に常時の連絡体制を確保
し、緊急時の必要な支援を行います。

＜事業実施への考え方＞
　相談支援事業は、「基本相談支援」を共通の基礎的な事業として、「計画相談支
援」及び「地域相談支援」を行う２階建ての事業形態になっています。

相談支援事業

指定特定相談支援 指定一般相談支援

計画相談支援 地域相談支援

基本相談支援 基本相談支援

＜見込み＞
福祉サービス Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位
計画相談支援 １７０ １９３ ２１６ 実人／月
地域移行支援 ５ ６ ７ 実人／月
うち精神障害者 ３ ４ ５ 実人／月
地域定着支援 ８ ９ １０ 実人／月
うち精神障害者 ３ ４ ５ 実人／月
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＜見込量を確保するための方策＞
○.　指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、サービス提供事業所、
医療機関などの関係機関との連携体制の強化を図ることで、より質の高い相
談支援体制の確立と、障害のある人が早い段階から気軽に相談できるような
支援体制を目指します。

○.　障害福祉サービス利用者やその家族、介護者等からの相談内容を正確に把
握したサービス等利用計画を作成するため、既存の相談支援専門員の育成と
新規相談支援専門員の確保に努めます。

○.　千葉県が実施する専門的・広域的な相談支援との連携を強化し、地域の相
談支援機能の充実を図ります。
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２　地域生活支援事業の見込みと確保のための方策�

　地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が主体となって、地域の実情や利用者の
状況等に応じて柔軟に実施する事業です。特に生活上の相談、手話通訳者等の派遣・
設置、日常生活用具の給付、移動支援、地域活動支援センターなど、障害のある人の
日常生活に欠かせないサービスは「必須事業」とされています。
　さらに、市町村や都道府県が地域の実情等に合わせ、任意に行うことの出来る「任
意事業」を実施することにより、より効果的なサービスを提供するものです。
　茂原市においては、今まで実施していた事業を引き続き地域生活支援事業の枠組み
の中で実施し、実施していない事業については、引き続き障害のある人のニーズや課
題等を勘案し、事業の実施について検討します。

（１）理解促進研修・啓発事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害のある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去
するため、障害のある人への理解を深めるための研修・啓発を通じて地域社会に
対して働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的として
います。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
理解促進研修・啓発事業 有 有 有 実施の有無

＜見込量を確保するための方策＞
○.　精神障害や内部障害等、見た目では判りづらい障害のある人への理解が進む
よう、啓発活動を推進します。しかしながら、理解促進や意識啓発は、即時的
な効果が出にくい面があります。啓発活動は誰もが暮らしやすい共生社会の実
現を図るためには重要な取り組みであり、主に広報活動による理解と啓発促進
を推進します。
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（２）自発的活動支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害
のある人やその家族、地域住民等による地域において自発的に行う活動を支援す
ることにより、共生社会の実現を図ることを目的としています。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
自発的活動支援事業 有 有 有 実施の有無

＜見込量を確保するための方策＞
〇.　主に災害対策支援等への支援を実施します。障害者団体やボランティア団体
との連携のもと、引き続き実施していきます。

　.　また、障害のある人の自らの意思で、ピアサポートやボランティア活動など
の社会参加が進むよう、支援策について検討していきます。

（３）相談支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害のある人・子ども、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報
提供を行うことや、虐待防止や権利擁護のために必要な援助を行うことにより、
障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにする
ことを目的としています。

事業名 事業の内容

障害者相談支援事業

　障害のある人の福祉に関する問題について相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必
要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための
関係機関との連絡調整、その他権利擁護のために必要な援助など
を行うものです。

地域総合支援協議会

　上記の相談支援事業を効果的に実施するためには、地域におい
て障害のある人を支えるネットワークの構築が不可欠であること
から、相談支援事業を実施するにあたっては、協議会を設置し、
中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の関係機関の連携
強化、社会資源の開発・改善等を推進する中核的な役割を担うも
のです。
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基幹相談支援センター

　地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害
者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業ならびに身体障害
者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉法（昭
和３５年法律第３７号）、精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律（昭和２５年法律第１２３号）に基づく相談等の業務を総合
的に行うことを目的とする施設です。（市町村が必要に応じ設置
することができるとされています。）

市町村相談支援機能
強化事業

　相談支援機能の強化のため、一般的な相談支援に加え、困難ケー
スに対応するため、専門職員（社会福祉士、保健師、精神保健福
祉士等）を配置するものです。

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業）

　賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への
入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困
難な人に対し、入居に必要な調整等の支援を行うとともに、家主
等への相談・助言を通じて地域生活を支援するものです。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業

相
談
支
援
事
業

障害者相談支援事業 １ １ １ か所

地域総合支援協議会 有 有 有 実施の有無

基幹相談支援
センター 無 無 有 実施の有無

市町村相談支援機能
強化事業 有 有 有 実施の有無

住宅入居等支援事業
（居住サポート事業） 無 無 無 実施の有無

＜見込量を確保するための方策＞
○.　相談支援事業については、市障害福祉課が実施しているほか、長生圏域内２
事業所に専門的職員を配置する事業を委託により実施していますが、障害者相
談員や民生委員等への相談など、身近な地域から障害のある人の地域生活を支
援し、利用者本位のケアマネジメントが展開できるよう、指定特定相談支援事
業所及び指定一般相談支援事業所の育成を図るとともに、「基幹相談支援セン
ター」についても令和５年度の実施を目途に設置を検討していきます。

○.　周辺町村との連携のもと、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業
所、サービス提供事業所、関係機関とのネットワーク化を図るため、中核的な
役割を果たす協議の場として、長生郡市総合支援協議会を運営し、長生地域を
圏域とした相談支援体制のあり方を検討します。

○.　住宅入居等支援事業については、見込量を実施無しとしていますが、具体的
なニーズが把握できた際には実施に向けて検討していきます。

○.　障害者虐待事案の解決に関しては、関係機関と連携した支援体制づくりを図
ります。
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○.　差別解消法についての周知・啓発を行い、長生郡市差別解消支援地域協議会
と連携し、差別解消に向けた地域の体制づくりを進めます。

（４）成年後見制度利用支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用である
と認められる知的障害または精神障害のある人に対し、本人や親族による後見等
の申立てが困難な場合、成年後見制度の申立てを行うことや成年後見人等の報酬
助成を行うことにより、障害のある人の権利擁護を図ることを目的としています。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
成年後見制度利用支援事業 ４ ５ ６ 実人／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　成年後見制度利用支援事業を必要な人が確実に制度に結び付くよう、周知・
啓発に努めます。また、今後障害者本人や家族の高齢化により、成年後見人等
が必要なケースが増えると見込まれるため、高齢者分野の地域包括支援セン
ターとの連携を踏まえ充実を図ります。

（５）成年後見制度法人後見支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保でき
る体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援す
ることで、障害のある人の権利擁護を図ることを目的としています。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
成年後見制度
法人後見支援事業 無 無 有 実施の有無

＜見込量を確保するための方策＞
○.　法人後見ができる団体と研修などによる啓発活動のほか、体制の整備など事
業実施について協議していきます。
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○.　市民後見のあり方については、高齢者分野の地域包括支援センターと連携し
て調査・研究を行っていきます。

（６）意思疎通支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある
人に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害のある人等とその他の者の意思
疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を
図ることを目的としています。
　また、今後は、感染症等さまざまな理由で手話通訳者の派遣が困難な状況に対
応するため、タブレット端末等を利用し離れた場所から手話通訳を可能とする「遠
隔手話通訳」の必要性についても検討してまいります。

事業名 事業の内容

手話通訳者派遣事業 　聴覚等に障害のある人とその他の者の意思疎通を円滑にするた
め、手話通訳者を派遣します。

要約筆記者派遣事業 　聴覚等に障害のある人に､ 話の内容をその場で文字にして伝える
要約筆記者を派遣します。

手話通訳者設置事業 　手話通訳者を市役所に設置して､ 聴覚等に障害のある人とその他
の者の意思疎通を円滑にします。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業

意
思
疎
通
支
援
事
業

手話通訳者派遣事業
１８ １９ ２０ 実人／年
１６５ １７０ １７５ 件／年

要約筆記者派遣事業
２ ２ ２ 実人／年
２ ２ ２ 件／年

手話通訳者設置事業 １ １ １ か所

＜見込量を確保するための方策＞
○.　手話通訳者及び要約筆記者の派遣については､ 社会福祉法人千葉県聴覚障害
者協会に委託し、実施します｡

○.　手話通訳者の設置については､ 障害福祉課内に配置し、実施します｡
　（週１回１名、水曜日午後に実施しています。）
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（７）日常生活用具給付事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害のある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与す
ること等により、日常生活の便宜を図り、自立の促進を図ることを目的としてい
ます。

用具の名称 内　　容

介護訓練支援用具 　身体介護を支援する体位変換器や移動用リフト、訓練に用い
るいす等の用具。

自立生活支援用具 　自立生活を支援する入浴補助用具､ 聴覚障害者用屋内信号装
置等の入浴・食事・移動等の用具。

在宅療養等支援用具 　在宅療養等を支援する透析液加湿器、電気式たん吸引器、盲
人用体温計等の用具。

情報･意思疎通支援用具 　情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する点字器、人工喉
頭等の用具。

排せつ管理支援用具 　排せつ管理を支援するストーマ用装具等の衛生用品。

住宅改修費 　移動等を円滑にする手すりの取付け、床段差の解消等の小規
模な住宅改修に伴う費用の助成。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

介護訓練支援用具 ４ ５ ５ 件／年
自立生活支援用具 ７ ７ ７ 件／年
在宅療養等支援用具 ８ ９ ９ 件／年
情報・意思疎通支援用具 ８ ８ ８ 件／年
排せつ管理支援用具 ２，３８０ ２，３９０ ２，４００ 件／年

住宅改修費 １ １ １ 件／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　日常生活用具給付事業の周知に努め、利用の促進を図ります｡
○.　安定した日常生活を送るため、利用希望者一人ひとりの障害の特性に合わせ
た適切な日常生活用具の給付に努めます。
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（８）手話奉仕員養成研修事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養
成し、聴覚に障害がある人、意思疎通を図ることに支障がある人等の自立した日
常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的としています。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業
手話奉仕員養成研修事業 １０ １０ １０ 実人／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　手話奉仕員の養成については、２か年で前期と後期に分けて講座を実施して
います。

　　受講者数確保のため、受講生については広報にて募集します。

（９）移動支援事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　地域での自立した生活や社会参加の促進を目的に、屋外で移動が困難な障害の
ある人について、社会生活上不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のために移
動の支援を行うものです。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業

移動支援事業
８ ９ １０ か所
２０ ２１ ２２ 実人／年

１，４００ １，４５０ １，５００ 時間／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　移動支援事業の周知を図り､ 障害のある人が文化芸術を享受鑑賞し、創造や
発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の
発揮及び社会参加の促進を図ることが出来るよう、安定したサービスの確保と
質の向上を図るため実施事業所の充足に努めます｡



41第２編　第６期茂原市障害福祉計画

（10）地域活動支援センター事業（必須事業）

＜事業の概要＞
　障害のある人の地域生活支援の促進等の便宜を供与することを目的とした地域
活動支援センターを設置し、創作的活動や生産活動の機会の提供などを行うもの
です。
　地域活動支援センターでは、上記の基礎的な事業を行うとともに、施設の類型
（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の３種類）に応じて、各種訓練等を実施します。

類　　型 事業の内容

地域活動支援
センターⅠ型

　精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基
盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対す
る理解促進のための普及啓発事業を実施します。

地域活動支援
センターⅡ型

　地域において雇用・就労が困難な在宅者に対し、機能訓練、社会適応
訓練、入浴等のサービスを実施します。
　（旧体系のデイサービス事業所、小規模通所授産施設、心身障害者小
規模作業所等の移行を想定。）

地域活動支援
センターⅢ型

　地域において雇用・就労が困難な在宅者に対し、生産活動の機会を提
供します。（旧体系の心身障害者小規模作業所、精神障害者共同作業所
等の移行を想定。）

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

必　須　事　業

地域活動支援
センター事業

Ⅰ型
１ １ １ か所
８０ ８０ ８０ 実人／年

Ⅱ型
０ ０ ０ か所
０ ０ ０ 実人／年

Ⅲ型
２ ２ ２ か所
１２ １２ １２ 実人／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　地域活動支援センターⅠ型については、長生圏域に１か所あり、相談支援事
業等を併せて委託しています。

　.　Ⅲ型については、長生圏域にはありませんが、他の地域の地域活動支援セン
ターを利用されるケースがあるため、２か所の利用を見込んでいます。
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（11）その他の地域生活支援事業（市が自主的に取り組む事業）

＜事業の概要＞
　その他の地域生活支援事業については、その地域の資源、地域の特性などの実
情により、市の判断により実施することができるとされており、障害福祉サービ
ス、地域生活支援事業の必須事業と組み合わせて実施することにより、効果的な
サービス提供が可能な事業です。

事業名 事業の内容

訪問入浴サービス事業
　居宅での入浴が困難な寝たきりの身体障害のある人の生活
を支援するため、居宅にて入浴サービスを提供し、身体の清
潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

知的障害者職親委託制度
　知的障害のある人の自立更生を図るため、一定期間、更生
援護に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及
び技能習得訓練等を行います。

日中一時支援事業 　日中活動の場を確保し、日常的に介護している家族の就労
支援及び一時的な休息を図ります。

自動車運転免許取得・
改造助成事業

　就労機会の拡大や社会活動への参加を促進するため、自動
車運転免許を取得するための費用や、自動車の改造をする費
用の一部を助成します。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

その他の地域生活支援事業（市が自主的に取り組む事業）

訪問入浴サービス事業 ９ １０ １１ 実人／年

知的障害者職親委託事業 １ １ １ 実人／年

日中一時支援事業 ６５ ７０ ７５ 実人／年

自動車運転免許取得・
改造助成事業 ４ ４ ４ 実人／年

＜見込量を確保するための方策＞
○.　その他の地域生活支援事業については、引き続きその事業水準を保てるよう
に事業を継続していきます。

○.　日中一時支援事業については、新規事業所の参入を働きかけていくなど、身
近な地域で支援を受けられるようサービス提供基盤の充実に努めます。

○.　今まで実施していない地域生活支援事業については、必要に応じて近隣町村
と連携し、サービス事業所及び千葉県等の関係機関とも協議の上、事業実施に
向けて検討します。
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３　成果目標�

　第６期計画の計画終了年度である令和５年度に向けて以下の成果目標を掲げ、その
達成に向けた施策を推進します。

１．施設入所者の地域生活への移行

　「施設入所者の地域生活への移行」について、国は、「施設入所者数を令和元年度末
から1.6％以上削減すること」と、「令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が
地域生活へ移行すること」を目標に掲げています。
　茂原市では、入所者数の削減目標を５人、入所から地域生活に移行する人数の目標
を６人と設定します。

「施設入所者の地域生活への移行」の成果目標
令和元年度末実績 令和５年度目標

施設入所者数 １００人 9５人
令和元年度実績との比較 ▲５人

削減率 　５％
地域生活移行者数（累計） 　６人
地域生活移行率（累計） 　６％

２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

　「保健、医療、福祉関係者による協議の場（各圏域、各市町村）の設置」を目標に
掲げ、茂原市でも設置に向け検討を進めておりましたが、令和2年度時点で未設置の
ため、今後も長生郡市総合支援協議会と連携し、令和5年度までの設置に向けて積極
的に検討を進めていきます。なお、協議の場における目標設定については、設置後の
協議の場にて、直近における実情にあった目標を設定していきます。

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の成果目標
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

協議の場の開催回数 ０ ０ ２回
協議の場への関係者の参加者数 ０ ０ １５人

保健 ０ ０ ２人
医療（精神科） ０ ０ ２人
医療（精神科以外） ０ ０ １人

福祉 ０ ０ ５人
介護 ０ ０ ３人
当事者 ０ ０ １人
家族 ０ ０ １人

目標設定及び評価の実施回数 ０ ０ ２回
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３．地域生活支援拠点等が有する機能の充実

　「地域生活支援拠点等」とは、障害のある人の高齢化、重度化や親亡き後を見据え、
障害のある人の地域生活支援を推進する観点から、相談、体験の機会、緊急時の対応
など、切れ目なく支援を提供する拠点やネットワークのことです。
　整備については、施設を拠点とした整備と、拠点を設けず地域における機能分担に
よる「面的整備」の両面から、茂原市において最も適した拠点としての機能を目指し、
令和５年度までに整備できるよう、検討を継続していきます。

「地域生活支援拠点等が有する機能の充実」の成果目標
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

地域生活支援拠点等の設置個所数 ０ ０ １か所
機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 ０ ０ １回

〔参考〕地域生活支援拠点のイメージ

資料：厚生労働省

４．福祉施設から一般就労への移行等

　「福祉施設から一般就労への移行等」について、国は「年間一般就労移行者数が令
和元年度の１．２７倍以上になること」を目標としており、具体的には、「就労移行支
援については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和元年度の移行実
績の１．３０倍以上」とすることを基本としています。また、「就労継続支援について
は、一般就労が困難である障害のある方に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労
に向けた訓練等を実施すること等を鑑み、就労継続支援Ａ型については、令和元年度

〔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 
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の移行実績の概ね１．２６倍、就労継続支援Ｂ型については概ね１．２３倍以上」を目
指すことを目標としており、茂原市では、１６人と設定します。
　さらに、国は、「就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割
が就労定着支援事業を利用すること」また、「就労定着支援事業の就労定着率８割以
上の事業所が全体の７割以上とすること」を目標として設定しています。そのため、
茂原市では就労定着支援事業利用者を１２人、就労定着率８割以上の事業所を７０％
以上と設定します。

「一般就労への移行」の成果目標
令和元年度実績 令和５年度目標

年間一般就労移行者数（計） １２人 １７人
就労移行支援 ５人 ７人
就労継続支援Ａ型 １人 ２人
就労継続支援Ｂ型 ６人 ８人

就労移行支援事業利用者数 ２８人 ３９人
就労定着支援事業利用者数 ４人 １２人

就労定着支援事業のうち就労定着率が８割以上の事業所 ７０％以上
（実績は１年分の実績）

５　相談支援体制の充実・強化等

　「相談支援体制の充実・強化等」について、国は、令和5年度までに、各市町村又
は各圏域において、「総合的・専門的な相談支援の実施」と「地域の相談支援体制の
強化を実施する体制」を確保することを基本としています。
　これらの取り組みを実施するにあたっては、現在、長生圏域ではその機能を「中核
地域生活支援センター」が担っています。今後は令和５年度の実施を目途に設置を検
討している「基幹相談支援センター」を含め、相談支援体制の充実・強化等について、
長生郡市総合支援協議会等と連携し検討していきます。

「相談支援体制の充実・強化等」の成果目標
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

総合的・専門的な相談支援の実施の有無 有 有 有
地域の相談支援事業者に対する専門的な指導・助言 ８件 ９件 １０件
地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 ８件 ９件 １０件
地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 ４回 ４回 ４回
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６．障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

　障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改め
て障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、障害福祉サー
ビス利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。
　そのために、茂原市では、千葉県等が実施する障害福祉サービス等に係る研修やそ
の他の研修へ積極的に参加し、障害者総合支援法の具体的内容の理解を深めることで、
障害福祉サービス等の利用状況を的確に把握し、障害のある人が真に必要とする障害
福祉サービス等の提供に努めます。
「障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築」の成果目標

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
障害福祉サービス等の研修への市職員参加人数 ５人 ５人 ５人

障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析、
その結果を活用し、事業所等と共有する体制の有無及びそれ

に基づく実施回数

有 有 有

１２回 １２回 １２回

７．発達障害者等に対する支援

　発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支援が
重要であることから、保護者等が子どもの発達障害の特性を理解し、必要な知識や方
法を身につけ、適切な対応ができるようライフサポートファイルの活用を推進してい
きます。また、療育支援コーディネーターや療育部門等の関係機関との連携を図るた
め、協議の場の設置を推進することにより、発達障害者等及びその家族等に対する支
援体制の充実を目指します。

「発達障害者等に対する支援」の成果目標
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム
等の支援プログラム等の受講者数 ０ ０ ５人

ペアレントメンターの人数 ０ ０ １人

ピアサポートの活動への参加人数 ０ ０ ５人

※ペアレントプログラム
　発達障害の有無に関わらず、保護者や養育者を対象とした、子育て支援のプログラム
※ペアレントトレーニング
　保護者や養育者を対象とし、発達障害の特性を踏まえた対応を学ぶトレーニング
※ペアレントメンター
　発達障害の子どもを育てた経験があり、相談支援について養成トレーニングを受け
た親
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第１章　�計画の概要
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１　計画の目的と期間�

　障害児福祉サービスの提供体制の確保、その他障害者総合支援法・児童福祉法に基
づく業務の円滑な実施を図るため、第2期茂原市障害児福祉計画（以下、「第2期計画」
といいます。）を策定します。
　計画期間は、令和3～ 5年度の３年間とします。

２　第１期茂原市障害児福祉計画からの変更点�

　障害者総合支援法及び児童福祉法の改正等及び国の定めた基本的な指針に基づき、
障害児福祉サービスについては、以下の点が第1期茂原市障害児福祉計画から変更に
なりました。

（１）難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
　聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、難聴児支援のため
の中核的機能を有する体制の確保に努めます。

（２）医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置
　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置とともに、医療的ケア児
等に関するコーディネーターの配置について検討します。



第２章　�第１期茂原市障害児福祉計画の
達成状況
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１　第１期茂原市障害児福祉計画の達成状況�

　第１期茂原市障害児福祉計画で定めた成果目標の達成状況は次のとおりです。

１．成果目標の達成状況

（１）児童発達支援センターの設置
　「児童発達支援センター」とは、障害のある子どもが日常生活において基本的
動作を習得し、集団生活に適応できるように支援する施設であり、併せて地域の
障害のある子どもやその家族の相談及び、障害のある子どもを預ける施設への援
助・助言などを行う障害児支援の拠点施設です。目標では、圏域内の市町村や事
業所との連携を維持しつつ、市単独での設置も視野に入れて検討するとしていま
したが、現状で設置には至っていないため、引き続き検討を継続していきます。

「児童発達支援センターの設置」の成果目標の達成状況
目標 実績見込み

児童発達支援センターの設置 設置 未設置

（２）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築
　「保育所等訪問支援を利用できる体制の構築」については、令和２年度までに、
安定的に利用が継続できる体制の構築を目標としました。
　現状では、保育所等訪問支援事業所は圏域内に１事業所のみとなっており、支
援の提供体制としては不十分な状況です。
　今後は、児童発達支援事業所などを中心に当該事業への参入を働きかけるとと
もに、療育支援コーディネーターにより指定障害児相談支援事業所や保育所等と
関係機関との調整を図ることで連携を強化し、保育所等訪問支援を利用できる体
制の構築を進めていきます。

（３）.主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事
業所の確保
　「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ
ス事業所の確保」については、長生圏域での設置を前提に圏域内の市町村や事業
所と連携して、令和２年度末までの確保を目標としました。
　現状では、重症心身障害児に対する専門性を有する児童発達支援事業所及び放
課後等デイサービス事業所の設置には至っていないため、引き続き確保に向けた
検討を進めて行きます。



53第３編　第２期茂原市障害児福祉計画

「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ
サービス事業所の確保」の成果目標の達成状況

目標 実績見込み
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所の確保 確保 未確保

（４）医療的ケア児支援の協議の場の設置
　「医療的ケア児支援の協議の場の設置」については、長生郡市総合支援協議会
や長生圏域内の関係機関と連携し、平成３０年度までの設置を目標としました。
　現状では、協議の場の設置には至っておりませんが、平成３０年から実施して
おります「療育支援コーディネーター事業」において保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関との連携を図っております。今後は、引き続き長生郡市総
合支援協議会や長生圏域内の関係機関との連携を図り、設置に向けた協議を進め
てまいります。

「医療的ケア児支援の協議の場の設置」の成果目標の達成状況
目標 実績見込み

医療的ケア児支援の協議の場の設置 設置 未設置

２．障害児通所支援の利用状況

福祉サービス
計画 実績 見込

単位
Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度

障
害
児
通
所
支
援

障害児相談
支援 ３８ ４４ ３３ ２９ ２１ 実人／月

児童発達支援
５３８ ６１３ ５８８ ５２６ ５２１ 延人日／月
４３ ４９ ４８ ５２ ４３ 実人／月

医療型
児童発達支援

１４ １４ ０ ０ ０ 延人日／月
２ ２ ０ ０ ０ 実人／月

放課後等
デイサービス

１，４８５ １，６５０ １，４３０ １，５２３ １，８４８ 延人日／月
９０ １００ ９５ １１０ １２５ 実人／月

保育所等
訪問支援

６ ７ ４ ９ ３ 延人日／月
６ ７ ４ ９ ３ 実人／月

居宅訪問型
児童発達支援

１ １ ０ ０ ０ 延人日／月
１ １ ０ ０ ０ 実人／月

※実績見込みは、令和２年１０月時点の見込み





第３章　�サービス事業量の見込みと�
提供体制の確保策
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１　障害福祉サービスの見込みと確保のための方策�

１．障害児通所支援

＜事業の概要＞

障害児相談支援

○障害児支援利用援助
　障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を
作成し、支給決定後に、サービス事業所等との連絡調整等を行うととも
に、障害児支援利用計画の作成を行います。
○継続障害児支援利用援助
　支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、
サービス事業所等との連絡調整等を行います。

児童発達支援
　身体・知的・精神（発達障害含む）に障害のある子ども等に対し、日
常生活における基本的動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適
応訓練等を行います。

医療型
児童発達支援

　肢体不自由のある子どもに対し、国が指定する医療機関に通わせ、上
記児童発達支援の内容及び治療を行います。

放課後等
デイサービス

　就学している障害のある子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休暇
中において、生活能力の向上のための訓練を継続的に行い、学校教育と
相まって子どもの自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを
推進します。

保育所等訪問支援
　保育所等を現在利用中、又は今後利用する予定の障害のある子どもに
対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的
な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

居宅訪問型
児童発達支援

　障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害のあ
る子どもに対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与などの支援を行います。

医療的ケア児等に
関するコーディネー
ターの配置

　医療的ケア児等に対し、関連分野の支援に関する調整を行います。
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＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

障害児相談支援 ５８ ６６ ７４ 実人／月

児童発達支援
５７９ ６３７ ６９５ 延人日／月
４７ ５１ ５５ 実人／月

医療型児童発達支援
１４ １４ １４ 延人日／月
２ ２ ２ 実人／月

放課後等デイサービス
１，９１７ １，９８６ ２，０５５ 延人日／月
１３４ １４３ １５２ 実人／月

保育所等訪問支援
６ ７ ８ 延人日／月
６ ７ ８ 実人／月

居宅訪問型児童発達支援
１ １ １ 延人日／月
１ １ １ 実人／月

医療的ケア児等に関する
コーディネーターの配置 ０ ０ １ 実人／月

＜見込量を確保するための方策＞
○.　放課後等デイサービス等については、多数の新規事業所の参入で利用時の選択肢
が増え、また、利用しやすくなったことにより利用者数、利用日数がともに増加し
ています。

　.　今後も地域の児童発達支援センターとの連携を図るとともに、障害のある子ども
がさまざまな場面で、適切な支援を受けられるよう、子どもの発育・発達や通院・
入院の記録等をまとめておくことができる、「ライフサポートファイル」の活用を
推進していきます。またサービスの受入れ体制の充実を促進するため、現在サービ
スを提供している事業所に対して事業の拡充や、新規事業所の参入について働きか
けを行っていきます。

○.　障害のある子どもの支援については、市の関係各課及び関係機関との連携を密に
し、さらに子どもの成長を記録するライフサポートファイルを活用し、療育支援コー
ディネーターによる関係機関との連絡・調整を図ることで、よりきめ細やかな支援
が提供できるよう進めていきます。居宅訪問型児童発達支援については、主に重度
心身障害児が対象になるため、医療機関との連携のもと、サービス提供の確保を進
めます。また、茂原市子ども・子育て支援事業計画との連携を図っていきます。

〇.　医療的ケアが必要な子どもの支援については、支援の総合的な調整を行う「医療
的ケア児等に関するコーディネーター」の配置に向けた検討を進めます。
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２　地域生活支援事業の見込みと確保のための方策�

　地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が主体となって、地域の実情や利用者の
状況等に応じて柔軟に実施する事業です。

（１）療育支援コーディネーター事業（相談支援機能強化事業）

＜事業の概要＞
　専門知識を持った「臨床心理士」により、障害のある子どもや、その家族等を
含め、個々の発達状況や家庭状況にあった支援を行うため、医療、福祉、教育等
の関係機関との連携、調整を図ることで療育の充実を目指すものです。

＜見込み＞
事業名 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 単位

療育支援コーディネーター事業
９５ ９５ ９５ 実人／年
５７０ ５７０ ５７０ 件／年

＜見込量を確保するための方策＞
〇.　療育支援コーディネーター事業については、「臨床心理士」が常勤している
法人等に委託し、実施します。

〇.　長生郡市総合支援協議会の療育作業部会と連携し、事業の周知を図ってまい
ります。
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３　成果目標�

　第２期計画の計画終了年度である令和５年度に向けて以下の成果目標を掲げ、その
達成に向けた施策を推進します。

１�　重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センター
の設置及び保育所等訪問支援の充実

　「児童発達支援センター」は、障害のある子どもが日常生活における基本的動作
を習得し、集団生活に適応できるように支援する施設であり、併せて地域の障害の
ある子どもやその家族への相談及び、障害のある子どもを預ける施設への援助・助
言などを行う障害児支援の拠点施設です。
　国は、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築をめざす
ため、令和５年度までに、各市町村に少なくとも１か所以上設置すること、市町村
単独での確保が困難な場合には圏域で確保することを目標に掲げています。
　茂原市では、障害児支援の中核となる「児童発達支援センター」について、圏域
内の市町村や事業所との連携を維持しつつ、市単独での設置も視野に入れて検討し
てまいります。
　「保育所等訪問支援」は、障害のある子どもが利用している保育所、幼稚園、学
校などへ療育支援者が訪問し、障害特性に応じた環境調整や関わり方、集団への働
きかけなど集団生活適応のための専門的支援を行う事業です。
　国は、障害児の地域社会への参加・包容を維持するため、市町村又は各圏域に設
置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和５
年度末までに全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する
ことを目標に掲げています。
　茂原市では、児童発達支援センターの設置に向けての検討と併せ、圏域内の事業
所、保育所等と連携し、安定的に利用が継続できる体制の構築に向けて検討及び調
整を進めます。

２　難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築

　聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、国は、都道府県にお
いて、児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携強化を図る等、
難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを目標に掲げていま
す。
　茂原市では、児童発達支援センターの設置に向けた検討と併せ、千葉県の動向を
注視しつつ、難聴児支援のための体制の構築について検討してまいります。
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３�　主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ
イサービス事業所の確保

　「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス
事業所」について、国は、令和５年度までに、各市町村に少なくとも１か所以上確
保すること、市町村単独での確保が困難な場合には圏域で確保することを目標に掲
げています。
　茂原市では、重症心身障害児に対する専門性を有する「児童発達支援事業所及び
放課後等デイサービス事業所」を確保するため、長生圏域での設置を前提に、圏域
内の市町村や事業所と連携し、令和５年度までの設置に向けた検討を進めます。

４　医療的ケア児等支援の協議の場の設置及びコーディネーターの配置

　医療的ケア児等については、出生体重１，０００ｇ未満の超低出生体重児や先天
性疾患のある場合、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）などで医療が提供されますが、
医療機関からの退院には保護者の負担軽減及び後方支援を担う地域医療の課題があ
り、地域生活を見据えた関係機関による協議が必要となります。
　国は、令和５年度までに、各都道府県、各圏域、各市町村に設置することを目標
に掲げています。
　茂原市では、医療的ケアが必要な児童等の保護者の不安を軽減し、身近な地域で
必要な支援が受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関係機関
が連携を図るための「医療的ケア児等支援の協議の場」の設置と、医療的ケア児等
に関するコーディネーターの配置について、令和５年度を目標とし、長生郡市総合
支援協議会や長生圏域内の関連機関との連携を通じ設置を進めていきます。
　なお、長生圏域において平成３０年度より、療育支援コーディネーターを配置し
ているため、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置後は、療育支援コー
ディネーターとの連携を図り、併せて子どもの通院・入院の記録等をまとめておく
ことができる、「ライフサポートファイル」を有効活用することで、より充実した
支援の提供が期待できます。
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第１章　�計画の推進と評価・�
� 行財政の効率的運用



64 第４編　計画の推進体制

１　計画の推進�

　庁内の保健・医療・福祉・教育・労働・まちづくりなど、関係する部署との協議及
び連携を強化し、全市的な体制のもと、計画を推進します。
　また、長生郡市総合支援協議会等の関係機関との連携を維持し、必要に応じ様々な
課題の研究と具体化に向け協議を行い、計画の実現を目指します。

２　計画の評価�

　茂原市障害者福祉に関する計画策定・推進委員会に計画の進捗状況を報告し、意見
を求め、検証することで計画を推進していきます。
　また、障害者関係団体との意見交換などを通じ、実情に即した施策の実現・事業の
有効性について検証します。

３　行財政の効率的運用�

　効率的・効果的な事業を展開するため、地域の課題、社会情勢及び経済情勢の変化
を常に注視し、福祉ニーズへの柔軟で適格な対応を目指します。
　また、障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法及び関連各法の施行状況を的
確に捉え、福祉制度をはじめとする社会保障制度の改正等も見極めながら、計画の推
進を図ります。
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１　計画策定の経過�

実施時期 会議名等 備　　考

令和２年７月 第１回計画策定・推進委員会
（書面） 計画の推進状況の報告

令和２年７月 関係団体・施設・事業所へア
ンケート

令和２年12月～令和３年１月 総合支援協議会からの意見聴取
（書面）

令和３年１月 第２回計画策定・推進委員会
（書面）

次期計画の検討・書面による
意見聴取

令和３年１月～２月 パブリックコメント

令和３年３月 計画策定事業検討委員会から
の意見聴取（書面）

令和３年３月 千葉県への意見聴取

令和３年３月 第３回計画策定・推進委員会
（書面） 次期計画（最終案）の報告

※次期計画：.第６期茂原市障害福祉計画.
第２期茂原市障害児福祉計画
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２　要綱・委員名簿�

茂原市障害者福祉に関する計画策定・推進委員会設置要綱

平成２０年７月９日茂原市告示第８０号
改正
平成２２年３月３１日告示第３８号
平成２３年１１月９日告示第１１５号
平成２５年３月２９日告示第４０号
平成２９年５月３１日告示第６７号
平成３０年７月２５日告示第１１４号

　（設置）
第�１条　障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく茂
原市障害者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく茂原市障害福祉
計画及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項に規定す
る茂原市障害児福祉計画（以下「計画」と総称する。）の策定を円滑に進めるとと
もに、障害者をめぐる施策の流れを的確に把握し、障害者の福祉の向上を推進する
ため、茂原市障害者福祉に関する計画策定・推進委員会（以下「委員会」という。）
を設置する。

　（所掌事務）
第２条　委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
（１）　計画の策定に関すること。
（２）　計画の進捗状況の分析及び評価に関すること。
（３）　その他委員会が必要と認める事項に関すること。
　（組織）
第�３条　委員会は、委員１５名以内をもって組織し、次の各号に掲げる団体又は職に
ある者のうちから市長が委嘱する。

（１）　市議会議員
（２）　保健、医療及び障害福祉関係者
（３）　各種団体の代表
（４）　その他市長が必要と認めた者
　（任期）
第�４条　委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお
ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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　（委員長及び副委員長）
第５条　委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。
２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３.　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは
その職務を代理する。

　（会議）
第６条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
２.　委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求
め、その意見を聞くことができる。

３　最初に招集される委員会は、第１項の規定にかかわらず市長が招集する。
　（庶務）
第７条　委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
　（補則）
第�８条　この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。

　附　則
　　この告示は、公示の日から施行する。
　附　則（平成２２年茂原市告示第３８号）
　　この告示は、平成２２年４月１日から施行する。
　附　則（平成２３年茂原市告示第１１５号）
　　この告示は、公示の日から施行する。
　附　則（平成２５年３月２９日茂原市告示第４０号）
　　この告示は、平成２５年４月１日から施行する。
　附　則（平成２９年５月３１日茂原市告示第６７号）
　（施行期日）
１　この告示は、平成２９年６月１日から施行する。
　（経過措置）
２.　この告示の施行の際、現に茂原市障害者基本計画推進協議会設置要綱を廃止する
訓令（平成２９年茂原市訓令甲第８号）の規定による廃止前の茂原市障害者基本計
画推進協議会設置要綱第２条第１項の規定により茂原市障害者基本計画推進協議会
の委員として委嘱又は任命されている者は、改正後の茂原市障害者福祉に関する計
画策定・推進委員会設置要綱第３条の規定により茂原市障害者福祉に関する計画策
定・推進委員会の委員として委嘱又は任命された者とみなす。この場合において、
当該委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２９年６月３０日までとする。

　附　則（平成３０年７月２５日茂原市告示第１１４号）
　　この告示は、公示の日から施行する。
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茂原市障害者福祉に関する計画策定・推進委員会委員名簿

【敬称略・順不同】

Ｎｏ 氏　　名 機　関　・　団　体　等

１ 委員長 鬼島　義昭 社会福祉法人　茂原市社会福祉協議会

２ 委　員 林　　信廉 社会福祉法人　長生共楽園

３ 〃 鈴木　秋彦 茂原市長生郡医師会

４ 〃 長峰　敏昌 社会福祉法人児童愛護会　長生厚生園

５ 〃 井上　英樹 茂原市身体障害者福祉会

６ 〃 山本　勝江 長生茂原心身障害児者親の会

７ 〃 江澤　秀夫 長生郡市精神障害者家族会ひびき会

８ 〃 永野　幸子 特定非営利活動法人カレンズ

９ 副委員長 渋沢　　茂 中核地域生活支援センター長生ひなた

１０ 委　員 天野　惠美子 茂原市放課後子どもプラン運営委員会

１１ 〃 北田　　豊 茂原市民生委員児童委員協議会

１２ 〃 加藤木　好美 千葉県長生健康福祉センター

１３ 〃 福嶋　ますみ 茂原公共職業安定所

１４ 〃 髙貫　裕一郎 茂原市教育委員会

１５ 〃 向後　研二 茂原市議会
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茂原市障害者福祉に関する計画策定事業検討委員会設置要綱

平成２０年７月９日茂原市訓令甲第１６号
改正
平成２２年３月３１日訓令甲第６号
平成２３年１１月９日訓令甲第１７号
平成２５年３月２９日訓令甲第１０号
令和２年３月２３日訓令甲第３号

　（設置）
第�１条　障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく茂
原市障害者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく茂原市障害福祉
計画及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項に規定す
る茂原市障害児福祉計画（以下「計画」という。）の策定を円滑に進めるため、茂
原市障害者福祉に関する計画策定事業検討委員会（以下「検討委員会」という。）
を設置する。

　（所掌事務）
第�２条　検討委員会は、計画の策定に関し、調査、研究、及び必要な調整を図るもの
とする。

　（組織）
第�３条　検討委員会は、別表に掲げる職にある者（以下「委員」という。）をもって
組織する。

２.　検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長の職にある者、副委
員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

３　委員長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。
４.　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その
職務を代理する。

　（会議）
第�４条　検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ委員長が招集し、
委員長が議長となる。

２.　委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、計画につい
ての意見を求めることができる。

　（庶務）
第５条　検討委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
　（委任）
第�６条　この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員
長が別に定める。
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　附　則
　　この訓令は、公布の日から施行する。
　附　則（平成２２年茂原市訓令甲第６号）
　　この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。
　附　則（平成２３年茂原市訓令甲第１７号）
　　この訓令は、公示の日から施行する。
　附　則（平成２５年３月２９日茂原市訓令甲第１０号）
　　この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。
　附　則（令和２年３月２３日茂原市訓令甲第３号）
　　この訓令は、公示の日から施行する。
　別表（第３条第１項）

福祉部長　福祉部次長　社会福祉課長　障害福祉課長　高齢者支援課長　子育て
支援課長　総務課長　企画政策課長　財政課長　国保年金課長　健康管理課長　
商工観光課長　土木建設課長　都市計画課長　都市整備課長　学校教育課長　生
涯学習課長　茂原市社会福祉協議会事務局長
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３　関係団体・事業所へのアンケート結果�

　令和２年７月に実施した、障害者団体や障害者福祉に関わる事業所へのアンケート
の主な意見を紹介します。

１．調査対象
①アンケート：.６団体に送付　　　６団体回答（回答率１００％）.

２６事業所に送付　２３事業所回答（回答率８８．４６％）
回答のあった団体 回答のあった事業所

茂原市身体障害者福祉会
長生茂原心身障害児者親の会
長生郡市精神障害者家族会ひびき会
長生郡市聴覚障害者協会
重度身体障がい児者の会
視覚障害者　宇宙の会

社会福祉法人児童愛護会　長生厚生園
社会福祉法人児童愛護会　青松学園
社会福祉法人九十九会　槇の木学園
社会福祉法人九十九会　一松工房
社会福祉法人九十九会　ときわぎ工舎
社会福祉法人ワーナーホーム
. 長生地域生活支援センター
ＮＰＯ法人カレンズ　カレンズ
ＮＰＯ法人ひびき　ふれあい広場ひびき
社会福祉法人生活クラブ
. 生活クラブ風の村スペースぴあ茂原
ＮＰＯ法人ウイズ　ＥＭＵ
ＮＰＯ法人上総福祉会
. 障害福祉サービス事業所　里庵
成美学園　アンダンテ茂原
アイコニック合同会社　さくら事業所
（株）ＨＡＬ　就労継続支援Ｂ型事業所はる
ＮＰＯ法人母里子ネット
. デイサポートセンター母里子
ＮＰＯ法人みんなの希望
. 障がい者活動支援センター通所部
茂原市社会福祉協議会
. 茂原市心身障害者福祉作業所
ＮＰＯ法人長生夷隅地域の暮らしを支える会
. 長生ひなた
（株）Ｃｒｏｓｓｉｎｇ.Ｔｈｉｒｄ　Ｗａｙ
. わくわくセブン
（有）サトウメディカル
. 放課後等デイサービスＨＥＲＯ
ＮＰＯ法人すっぱあ　すっぱふぁ～む
（株）儀八.リンクスヘルパーステーション
亀田産業（株）ホームケアサービス茂原
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アンケートで回答のあった主な意見

【団体】
　変化したと感じていることや現在の課題
①　障害に関する理解促進、ボランティア活動の推進、地域社会への参加
・障害者に対する理解は深まってきている。高齢化・重症化で活動が十分に出来ない。
・大学等がないため、ボランティアとつながるのが困難。
・スポーツにより理解が深まり、ボランティアにより交流の機会が増えた。
②　障害福祉サービス全般、権利擁護、相談支援
・長生郡市内における事業所が増え、良くなってきている。
・喀痰吸引研修の受講について、市町村と連携できないか。
・バリアフリーという企画を見かけても、手話通訳者は設置されていない。
③　療育、教育
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士について地域での資源の構築を考えるべき。
・あまり進んでいない。
④　雇用の促進、就労の支援
・車いす対応の就労継続支援Ｂ型事業所がもう少しあると良い。
・ハローワークに手話協力員が設置されていたら良い。
⑤　保健、医療
・.受診時や緊急対応のやり取りが、主治医・学校・施設とで書面で交わされているこ
とが重要。

・白杖を持っていても、画面で説明しようとする。
⑥　情報提供、コミュニケーション支援
・イベント等は、「参加できないだろう」と決めつけず、情報を流して欲しい。
・市役所職員も手話を覚えてもらえたらと思う。
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【事業所】
①　事業運営においての問題

選択肢として提供した項目 回答数 自由意見

従事者の確保が難しい １６ 専門性のある従事者の確保が困難。

事務作業量が多い １１

施設・設備の改善が難しい １０

従事者の育成・資質向上を
図ることが難しい

９ 法人内研修、ＯＪＴにより育成して
いる。

利用者の確保が難しい ９ 障害により毎日出勤する人が少ない。

利用者や家族の制度に対する
理解が進んでいない

６

労働条件の改善が難しい ４

他の障害福祉サービス事業所等との
連携を取ることが難しい

２

その他 ６ ・.医療との連携が難しい。
・.送迎に人員配置が必要。
・.就労継続支援Ｂ型が多すぎる。
・.障害者雇用への理解が進んでいな
い。

・.利用者と家族の高齢化に対応出来
ていない。

特に問題を感じることがない １

②　茂原市（長生郡市）全体を見たとき、不足していると思われるサービスや支援
・.短期入所。
・.成年後見制度促進の体制。
・.ＧＨ等の住まいの場（医療的ケアが必要な重度障害者の大人の住まい）。
・.相談支援。
③　②のサービスや支援が足りていない原因
・.受け入れ先がない。契約制度導入後、事業者からの逆選別のような状況がある。
・.福祉、介護、産業のそれぞれが動き、融合されたコミュニティになっていない。
・.報酬単価が低いサービスは参入事業者が少ない。重度障害者の対応には、人材確保・
育成が難しい。

・.放課後等デイサービスは、グレーゾーンの利用者が増えているため、本当に利用が
必要な人が利用できなくなっている。

・.各法人や事業所のマンパワー不足と報酬の低さの問題が大きい。
・.精神疾患の利用者が増え、要望等が強く、対応時間が不足していく。
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④　事業所の状況や利用者の生活環境等の変化
・.利用者・家族の高齢化。
・.引きこもりや精神症状のある方の増加。
・.様々なツールにより利用者の日常生活が豊かになったように感じるが、リスクも認
識し、支援をしている。

⑤　障害者施策の現状について気になる点や意見
　　ａ　保健・医療
・.障害者の入院先が少ない（重度障害者の感染症の入院先）。
・.精神障害者の長期入院者が多い。
　　ｂ　住まい・生活環境の整備
・.介護の必要な親と障害のある子が一緒に支援を受けられる仕組みが欲しい。
・.住まいの場のニーズはあるが、選択肢が少ない（重度障害者が利用できない）。
　　ｃ　相談・情報提供
・.相談支援事業所が少ない。
・.相談支援専門員となかなか連絡が取れない。
・.基幹相談支援事業所の設置と委託相談事業所の役割の明確化。
　　ｄ　雇用・就労
・.雇用につながるような企業と事業所の連携が少ない。
・.就労系事業所に委託可能な業務を積極的に推進して欲しい。
・.一般就労のハードルが高く、なかなか雇用に結びつかない。
　　ｅ　障害者への理解と交流
・.地域社会への働きかけが少ない。学校教育の中で、障害者と交流できると良い。
・.一般の方への理解は得られており、差別を感じる場面は少なくなっている。
　　ｆ　教育・生涯学習
・.今の世の中の構造が、障害のあるなしで簡単に切り離されて分けられてしまう。
・.将来の人材育成や地域作りのためにも、福祉と教育が連携し、定期的に福祉分野の
授業が必要。

・.福祉教育には、ボランティア活動が有効。
⑥　計画策定に当たって
・.地域移行や基幹・地域生活支援拠点等、具体的に進めるための細かな計画が必要。
・.理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の専門分野協議会の発足及び訓練事業相談セ
ンター（仮称）的なものが必要。

・.高齢になった精神障害者の居住制度が必要。
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４　長生郡市総合支援協議会からの意見�

　本計画策定に際し、長生郡市総合支援協議会から意見をいただきました。一部抜粋
ではありますが、ご紹介します。

　長生郡市総合支援協議会幹事会　より

　・.基幹相談支援センターと地域生活支援拠点については、併せて具体的に協議する
場を設置して欲しい。

　・.児童の使える社会資源が足りていない。充足の方法を考えたい。
　・.病院等からの地域移行については、数値目標を達成するための取り組みの方向を

検討して欲しい。
　・.地域共生社会の実現に向けて、他分野との協働を進めて欲しい。
　・.前計画から積み残した課題を協議する場を検討して欲しい。
　　
　長生郡市総合支援協議会　委員　より

　・.児童発達支援及び保育所等訪問支援は、希望者が年々増加し、圏域では慢性的な
不足状態のため、具体的な改善が急務と考える。医療的ケア児についても、同様
である。

　・.発達障害者等に対する支援において、ペアレントトレーニング等については、長
生郡市総合支援協議会の療育部会等とも連携して、長生圏域で行うのはどうか？

　・.聴覚障害者に対する緊急時の情報提供体制の整備として、画面による通報方法を
周知し、利用を促進して欲しい。
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